
篠栗町公式 YouTube 利用方針 

１ 目的 

ソーシャルネットワークサービスの一つである YouTube を町の PR ツールとして利用し、
篠栗町の魅力を視覚的に、より分かりやすく伝えること目的とします。 

２ 情報発信の対象者 

町内外者 

３ 情報発信の内容 

（１）町の魅力を伝える動画 

（２）その他町政に関する動画等 

４ 利用方法 

（１）利用者は、本チャンネルの動画を閲覧することや、動画に対するコメントの投稿、
共有機能を用いた情報発信を自由に行うことができます。 

（２）運用担当者は、篠栗町以外のアカウント動画へのコメント、町の公式アカウントが
投稿した動画に対するコメントへの返信コメント、「高く評価」及び「低く評価」機能の
利用、「チャンネル登録」機能は利用しません。ただし、町が特に必要と認める場合は、
この限りではありません。 

（３）ご意見・お問い合わせは篠栗町ホームページの「メールフォームによるお問い合わ
せ」のメールにて行ってください。 

（４）運用担当者が投稿等を行う時間は、月曜日から金曜日までの 8 時 30 分から 17 時
までとします。（祝日及び年末年始を除く。）ただし、それ以外の時間に発信する場合があ
ります。 

５ 運営管理責任者 

町長 

６ 運用管理責任者 

町ホームページ所管課長 

７ 運用担当者 



町ホームページ所管課職員 

８ その他 

投稿した動画の制作者を判別できるよう、投稿する動画内に必ず所属部署名、団体名等を
入れることとします。 


